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新型コロナウイルス感染症の影響による生活のお金でお悩みの方々に向けた
生活に必要なお金(生活福祉資金)の貸付を実施します。

生活福祉資金の特例貸付 に関するご案内

特例貸付の具体的な内容のお問い合わせ・お申し込み先
社会福祉法人　高野町社会福祉協議会　℡0736-56-2941　FAX0736-56-5273

和歌山県伊都郡高野町高野山26-8（高野町保健福祉センター内）

　　和歌山県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
　　今回、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活のお金でお悩みの方々に向けた、

生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金）の特例貸付を実施します。

※相談ご希望の方は電話予約をお願いします。※

無利子 無利子

緊急小口資金 総合支援資金(生活支援資金)

申し込み先 お住まいの市町村社会福祉協議会 お住まいの市町村社会福祉協議会

特例貸付の具体的な内容のお問い合わせ・お申し込み先　（高野町在住の方は）
社会福祉法人　高野町社会福祉協議会　　　℡0736-56-2941　　　　FAX0736-56-5273

和歌山県伊都郡高野町高野山26-8（高野町保健福祉センター内）

サロン活動より～スマイル手芸クラブ

・マスクは必ず着用してください。
・水分は各自でご用意お願いします。
・昼食は自宅に戻って食べてください。
 
・活動中、窓を開け換気を常にしています。
・消毒液を用意しています。

6月より感染予防対策をして、活動を再開しました。

詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村の援護担当課にお問い合わせください。

支給対象者

　令和2年4月1日（基準日）時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受け取る方（戦没者等の妻や父母）
がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
　戦没者等の死亡当時のご遺族で
　1　令和2年4月1日までに戦傷病者没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
　2　戦没者等の子
　3　戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
  　　※戦没者等の死亡当時、生計を関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が変わります
　4　上記1～3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
  　　※戦没者等の死亡時まで引き続き1年生計関係を有していた方に限ります。

ステイホーム中、自主活動としてお家で作成した作品です。
そのほかの作品もまちかどサロン縁に展示しています。

償還期限

貸付け利子

２年以内 10年以内

措置期間

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になく
ても対象となります。

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活
に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態にな
くても対象となります。

対象世帯

・（２人以上）    月２０万円以内
・（単身）　　     月１５万円以内
    貸付期間  ：  原則３月以内

・１０万円以内
※特別な条件で２０万円以内貸付け上限

1年以内 1年以内

生活福祉資金　実施主体
和歌山県社会福祉協議会　　和歌山市手平2丁目1-2　県民交流プラザ和歌山ビッグ愛7階

℡　073-435-5223　　Fax　073-435-5226
※借入れに必要な書類等については、和歌山県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。※

https://www.wakayamakenshakyo.or.jp/

遺族会からのお知らせです   戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内　　第十一回特別弔慰金

制度の概要

支給　内容
支給　期間
請求　窓口
留意　事項

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特
別弔慰金を支給します。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで（この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください）
高野町役場　担当課　56-3000
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになりま
す。

不要保証人 不要

和歌山県社会福祉協議会

ホームページ

～神谷・西郷・作水を通り通勤している皆様へ～
民家が道路に面しているので大変危険です。車通勤の方は民家の側を通行する場合は速度を落として下さい。ご協力よろしくお願いします。



社会福祉法人高野町社会福祉協議会 社協だより（回覧）令和２年7月号

いきいきふれあいサロン

フィットネスジムについて～中高生の方もご利用頂けます！

あなたの地域でサロン活動を始めませんか？活動希望の方は、高野町社会福祉協議会まで！！
※ふれあいサロンは現在コロナウイルス感染症予防のため中止、延期している場合があります。※

12時から13時まではお昼休みです。
詳細は高野町社会福祉協議会まで
お問い合わせください。

日時

場所

７月20日（月）
10：00～15：00
まちかどサロン～縁

詳細は高野町社会福祉協議会まで
お問い合わせ下さい。

日時
場所

決まり次第お知らせします。

※配食サービスボランティア募集中！！

7月の散髪サロンは7月7日（火）
・時間　10：00～16：00（要予約）

・場所　富貴高齢者生活福祉センター内
・利用料 １回3,000円（髭剃り・カット）

お問い合わせ・ご予約
富貴高齢者生活福祉センター

℡53-2200

7月7日・14日・28日(毎週火曜日)
7月8日・15日・29日(毎週水曜日)
7月9日・16日・30日(毎週木曜日)

・富貴地区
・高野山内地区

・高野山外・筒香地区

ふれあいサロン～大滝地区ふれあいサロン～スマイル手芸クラブ

詳細は、ふれあいサロンひばり
代表 中西０８０－３１３４－２６０９

日時
場所

詳細は高野町社会福祉協議会まで
お問い合わせ下さい。

詳細は高野町社会福祉協議会まで
お問い合わせ下さい。

日時
場所 決まり次第お知らせします。

ふれあいサロン～なでしこ ふれあいサロン～明遍地区

日時
場所 決まり次第お知らせします。

詳細は高野町社会福祉協議会まで
お問い合わせください。

日時
場所

決まり次第お知らせします。

ふれあいサロン～東細川地区

高野町生活支援体制整備推進協議体に参加してみませんか？
お問い合わせは　高野町福祉保健課　℡５６－２９３３　　高野町社会福祉協議会　℡５６－２９４１

なでしこ、ひばり、東細川のサロン　送迎あります。

自分の地域を再確認

　　高野町は、(令和2年4月30日現在)人口２，９５１人・65歳以上１，２８８人・75歳以上７８６人・85歳以上３２０人・65歳以上の独居高齢者２９１人と高
齢化率４３．６５％、超高齢化社会です。
　　85歳以上になると、介護や医療等支援を必要とする方の割合が増え、85歳以上のほとんどの方が何らかの介護保険サービスを利用されていま
す。その一方で国では財源の不足による社会保障の見直しが進んでおり、医療では病院の病床数の削減、介護保険では軽度者の利用制限など、支
援が必要な方は増える一方で公的な支援は減少していくことが予想されます。
　　高野町においてもこのままでは同様な状態になると思われます。国・県・町の財源不足を補い、今後も住み慣れた地域で安心して生活したいと願
う高齢者は9割にも及びます。
　　チョットした困り事・生活の支援を地域住民同士の支え合い活動（自分たちでできる生活支援）で助け合えば、この町で1年、また1年と長く住める、
暮らせる、そんな取り組みを地域で考えませんか？

月曜・水曜・金曜(祝日営業)
17：00～21：00(最終受付20：00まで)

高野町に就業する者
高野町民・高校生以上の方※ 1回100円

運動着、上履き、タオル、飲み物等
（貴重品は各自でお持ちください）

障害のある方、障害のある方からの相談に携わっている相談員・事業所職員・市町村職員等
障がいのある方が直面している財産、相続、労働、家族や福祉に関する法律問題などで弁護士に相談する必要があるもの
橋本保健所（橋本市高野口町名古曽927）
令和2年8月19日13：00～14：30、令和3年2月17日13：00～14：30
無料（要予約）

日曜(祝日営業)
10：00～18：00(最終受付17：00まで)

高野町に集合する者
高野町民　中学生以上の方※

場　　所

高野町保健福祉センター(高野町高野山26-8）

○登録がお済でない方は初回に体力測定を行います。営業時間に高野町保健福祉センターまでお越しください○

営　　業　　日　　時 利　　用　　対　　象　　者 利　用　料

対象　６５歳以上の高齢者世帯・独居高齢者世帯、障がい者の方が
対象となります。

お弁当は配られたその日にお召し上がりください。

※中高生の方は初回登録時に学生証をご持参ください。
※高校生方のみ月・水・金は夜間営業の為、保護者の方の送迎でお越し下さい。
※中学生の方は保護者の方同伴でご利用下さい
※自宅にて体温測定してきてください。
◇警報が発令された場合は休みとなります。
◇その他、状況により休みとなる場合があります。

決まり次第お知らせします。

ふれあいサロン～ひばり

○お問い合わせ○
高野町社会福祉協議会
住所　高野町高野山26-8(高野町保健福祉センター内)
℡0736-56-2941　Fax0736-56-5273

無料法律相談（障害者権利擁護相談事業）
対象者

対象案件
場所
日時

相談料

お問い合わせは　和歌山県庁　障がい課　℡073-441-2532　FAX073-432-5567
申し込み先　和歌山弁護士会　℡073-422-4803（専用回線）　FAX073-436-5322

7月の配食弁当 散髪サロンからのお知らせ！！

持　ち　物

Line

～神谷・西郷・作水を通り通勤している皆様へ～
民家が道路に面しているので大変危険です。車通勤の方は民家の側を通行する場合は速度を落として下さい。ご協力よろしくお願いします。


